
 

 

 

１１  助助成成対対象象    *：。.・¨°*。☆ .・∴：* .̈。°.☆*.・∵ .。*..：¨☆。.̈∵. *：。.・¨°*。☆ .・∴：* ¨。☆*. 

岩手県内に住所又は活動の本拠を有し助成対象事業を確実に遂行できる団体、法人、個人とします。 

事業実施のために組織された団体（実行委員会等）も助成対象となりますが、結婚支援を生業としている法 

人や営利を目的とする事業、参加者のカップリングのサポートを行わない、いわゆる「街コン」等は対象とな 

りません。また、同一事業へ他からの補助金等がある場合は当助成の対象となりませんのでご注意下さい。 

なお、対象事業は以下のとおりで、交付決定日以降に開始し、原則として平成32年3月２０日までに終了す 

る事業であることが条件です。※交付決定時期 平成31年7月中旬～下旬（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  助助成成額額    *：。.・¨°*。☆ .・∴：* .̈。°.☆*.・∵ .。*..：¨☆。.̈∵. *：。.・¨°*。☆ .・∴：* .̈。°.☆*.・∵ .。 

     １団体につき５～30万円  

       ・イベント等の開催に係る費用のうち、参加者の飲食や宿泊などの経費は助成対象外。 

       ・広告宣伝費用に対する助成は上限15万円まで。 

  ・事業の実施に係る経費が助成の対象。団体の運営経費や個人に帰属する経費などは助成の対象外。 

３３    応応募募方方法法    *：。.・¨°*。☆ .・∴：* .̈。°.☆*.・∵ .。*..：¨☆。.̈∵. *：。.・¨°*。☆ .・∴¨。°.☆*.・∵ .。  

平成3１年４月３日に開催予定の「コーディネータ研修会」に必ずご出席ください。（以前受講した方は免除可） 

【コーディネータ研修会への参加申込】 

平成31年３月２９日（金）までに、お名前、参加人数、ご連絡先をご記入の上、下記宛FAXまたはメールにて 

お申し込み下さい。（研修会の詳細は下記ホームページをご覧ください。） 

また、助成金交付要望書をご提出の際は、ホームページの「いわて子ども希望基金交付規程」、「いわて子ど 

も希望基金交付規程の運用基準」、「留意事項」を必ずご確認のうえ、所定の様式により、平成31年4月12日

（金）必着にて当財団あてに郵送。なお、様式は当財団のホームページ 

（http://www.silverz.or.jp/jigyou/kodomokikin/kodomokikin.html）よりダウンロードできます。 

 

 

１ 未婚男女の出会いの場創出に関する事業 

 （未婚男女が出会うことができるイベントやパーティーの開催、出会いや 

結婚を応援する意識の醸成を目的としたセミナーの開催等） 

２ 未婚男女の出会いの場創出を支援する人材を養成する事業 

 （出会いや結婚を応援する人材を養成する講座の開催等） 

３ 未婚男女の出会いの場創出を行う事業のネットワーク化に関する事業 

４ 未婚男女の出会いの場創出に関する調査研究事業 

５ その他未婚男女の出会いの場創出に資する事業         

※営利を目的とする事業、団体の本来業務は対象外。 

 

 

 

 

  

（公財）いきいき岩手支援財団では、社会全体での子育て支援策の拡充を図るため、

子育て活動支援のほか未婚男女の出会いの場創出のための助成事業を行っています。 

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19番1号 岩手県福祉総合相談センター3F 

（公財）いきいき岩手支援財団 総務・健康支援課  

 Tel : 019-626-0196 Fax: 019-625-7494  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.silverz.or.jp/index.html  

あい 

http://www.silverz.or.jp/jigyou/kodomokikin/kodomokikin.html


いわて子ども希望基金助成事業 

【ｉ・出会い応援事業】 
 いわて子ども希望基金とは    いわて子ども希望基金（以下「基金」とします。）は、岩手県の少子化対策を一

層推進することを目的として平成21年10月に創設した基金です。 

                 基金の額は１０億円で、公益財団法人いきいき岩手支援財団（以下「財団」とし

ます。）において管理し、この基金の運用益等により、「ｉ・出会い応援事業」等

を行っています。 

 助成の対象事業         ① 未婚男女の出会いの場創出に関する事業 

② 未婚男女の出会いの場創出を支援する人材を養成する事業 

③ 未婚男女の出会いの場創出を行う事業のネットワーク化に関する事業 

④ 未婚男女の出会いの場創出に関する調査研究事業 

⑤ その他未婚男女の出会いの場創出に資する事業 

                ただし、団体の本来業務や他の公的助成金や補助金がある事業、営利を目的とする 

事業を除きます。 

 助成の対象者          助成対象者は、県内に住所又は活動の本拠を有し、助成対象事業を確実に遂行で

きる団体、法人、個人とします。 

                ただし、結婚支援を生業としている法人等は対象となりません。 

 助成額及び助成対象経費     助成額は、申請書類等の審査及び調査の結果、事業に必要と認められる額です。 

                 助成の対象となる経費は、事業実施に直接必要と認められる経費で、１件あたり

５～3０万円です。 

職員給与等の団体の運営に要する経常的経費のほか償還金、出資金等、また、イ

ベント参加者の飲食費や宿泊費、開催場所までの旅費、賞品代等は対象となりませ

ん。 

 助成の期間           単年度助成が原則で、申請年度内に事業が完了する必要があります。 

                ただし、事業の実施効果を高度に発揮させるため、年次計画で実施する事業に 

               ついては、年度ごとの事業実施効果を審査して、継続助成が必要と認められる場 

               合に限り助成することがあります。（同一事業への助成は最長で３年間） 

  助成事業への応募        助成を希望する場合は、所定の期日までに「助成金交付要望書」を財団に提出し

ていただきます。 

                 なお、助成についての相談は財団で随時受け付けます。 

 助成の決定           助成金交付要望書の受理後、「いわて子ども希望基金助成審査委員会」の審査を

経て、助成を行うことが適当と認められる事業について、内定の通知（以下「内

示」とします。）を行います。 

                 内示後、助成金交付申請書の提出を受け、審査を行って助成を決定します。 

               ※応募者全員へ文書にて選考結果を通知しますが、選考理由等に関する個別のお問

合せには応じかねますことをご了承ください。  

 助成金の交付及び実績報告    助成金の交付は、原則事業完了後ですが、必要に応じて前金払いを行います。 

                 また、事業が完了した場合には、速やかに「助成事業実績報告書」を提出してい

ただき、書面審査（場合によっては現地調査）を行い、事業の完了が確認された後

に助成金を交付します。 

                 なお、事業の実績は財団のホームページに掲載し、一般に公表します。 
 

 
詳詳詳細細細ははは｢｢｢いいいわわわててて子子子どどどももも希希希望望望基基基金金金｣｣｣のののペペペーーージジジをををごごご覧覧覧くくくだだださささいいい

http://www.silverz.or.jp/jigyou/kodomokikin/kodomokikin.html   


